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丹波市公共施設一括ＬＥＤ化業務に係る公募型プロポーザル実施要領 

 

１ 目的 

令和９年末に蛍光灯が生産・輸出入ともに全面禁止となる国際的な背景を踏まえ、公

共施設で使用中の蛍光灯等について、消費電力の低いＬＥＤ照明に更新することによ

り、電力料金の縮減による安定的な施設管理を図るとともに、温室効果ガスの排出抑制

行動に向けた取組を推進する。 

※本市では、令和４年 12 月に丹波市ゼロカーボンシティ宣言を行い、令和６年 12 月

には地球温暖化対策として市の事務事業から排出される温室効果ガスを削減するた

め、「丹波市地球温暖化対策実行計画（第四期実行計画）事務事業編」を策定して

いる。 

 

２ 業務名  

丹波市公共施設一括ＬＥＤ化業務 

 

３ 業務内容 

丹波市公共施設一括ＬＥＤ化業務仕様書（以下、「仕様書」という。）に記載のとお

り。 

 

４ 履行場所 

別紙１「丹波市公共施設一括ＬＥＤ化業務 対象施設一覧」に示す、市内 73 施設 

  ※ 別紙１に記載する「ＬＥＤ化が必要な器具台数」は、本市が想定した数値である

ため、提案する際には、図面の閲覧、現地調査等にて、施設内の既存照明器具の位

置・器具種別・灯数・消費電力等を把握すること。 

 

５ 履行期間 

契約締結日から令和 11 年３月 15 日まで 

 

６ 提案上限額 

以下に示す上限額（消費税及び地方消費税を含む。）の範囲で事業内容を提案するこ

ととする。なお、下記提案上限額を超えた金額で提案した場合は、その提案書を無効と

し、本プロポーザルへの参加資格を失うこととする。 

(１) 令和８年度分       上限額  367,880,000 円 

(２) 令和９年度から 10 年度分 上限額  1,371,390,000 円 

※この金額は契約時の予定価格を示すものではなく、提案内容の規模を示すもので 

あり、最終的な実施内容、契約金額については、本市と調整した上で決定する。 

 

７ 参加条件 

(１) 参加形態 

本プロポーザルに参加しようとする者（以下、「参加者」という。）は、本業務を行 
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う能力を有する単体企業、グループ又は複数の企業の共同体（以下、「グループ等」 

という。）とする。また、参加意向申出書の受付後においては、原則として参加者の 

構成員の変更及び追加は認めない。ただし、やむを得ない事情が生じた場合は、本市 

と協議を行い、本市がこれを認めた場合はこの限りでない。 

(２) 参加者の役割 

ア 参加者は次の役割を全て担い、グループ等の場合は各構成員が次の役割を分担す 

るものとする。 

(ア) 統括役割：本市との連絡窓口となり、契約等諸手続を行い、事業遂行の責 

を負う。 

(イ) 調査設計役割：現地調査・設計・計画に関する業務を担う。 

(ウ) 機器調達役割：ＬＥＤ照明器具及び必要部材の調達に関する業務を担う。 

(エ) 施工管理役割：施工・施工管理に関する業務を担う。 

イ グループ等で応募する場合は、統括役割を担う代表企業を１者選定し、その代表 

企業が本市との連絡窓口となり、事業の遂行の責を負うものとする。また、参加意 

向申出時に参加者の構成員全てを明らかにし、各々の役割分担を明確にすること。 

なお、統括役割以外の各役割は、複数の企業での構成も可とする。 

(３) 参加資格 

参加者は参加意向申出書の提出日において、次に掲げる要件を満たしていること。 

ただし、提出後も委託契約締結までに要件を欠くような事態が生じた場合は、契約 

の対象としないものとする。 

ア 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４の規定に該当しない者 

であること。 

イ 国税、市税（本市に納付すべき市税がある場合のみ）を滞納していないこと。 

  ウ 丹波市指名停止基準（平成 18 年告示第 778 号）で規定する指名停止の措置を受

けていないこと。 

  エ 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）の規定による更生手続開始の申立て及び

民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）の規定による再生手続開始の申立てがなさ

れていない者（会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法の規定による

再生計画の認可の決定を受けている者を除く）であること。 

  オ 次に掲げる者が、支配人、無限責任社員、取締役、監査役若しくはこれらに準ず

るべき地位に就任し、又は実質的に経営等に関与していないこと。 

(ア) 本業務にかかる評価委員会の委員 

(イ) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第 

２条第２号に規定する暴力団及び同条第６号に規定する暴力団員並びに丹波市 

暴力団排除条例（平成 23 年丹波市条例第 53 号）第８条に規定する暴力団員と 

密接な関係を有する者 

カ 宗教法人法（昭和 26 年法律第 126 号）第２条の規定に該当しない者であるこ 

と。 

キ 統括役割を担う代表企業は本業務について、十分な業務遂行能力と本業務と類似 

の業務の受注実績を有すること。  



- 3 - 

 

８ スケジュール（予定） 

実施内容 実施期間又は期日 

実施要領等の公表 令和８年４月 13 日（月）午前９時 00 分から 

図面の閲覧期間 令和８年４月 13 日（月）午前９時 00 分から 

令和８年６月５日（金）午後４時 30 分まで 

現地確認の実施期間 令和８年４月 13 日（月）午前９時 00 分から 

令和８年６月５日（金）午後４時 30 分まで 

質問の受付期間 令和８年４月 13 日（月）午前９時 00 分から 

令和８年４月 28 日（火）午後４時 30 分まで 

質問に対する回答 令和８年４月 20 日（月）までに受け付けた質問は、受け

付けた翌日から概ね５営業日以内 

令和８年４月 21 日（火）以降に受け付けた質問は、令和

８年５月 12 日（火）午後３時 00 分以降 

参加意向申出書の受付期間 令和８年４月 27 日（月）午前９時 00 分から 

令和８年５月 15 日（金）午後４時 30 分まで 

参加資格審査結果通知 令和８年５月 18 日（月）以降 

企画提案書の受付期間 令和８年５月 25 日（月）午前９時 00 分から 

令和８年６月５日（金）午後４時 30 分まで 

プレゼンテーション 令和８年６月 19 日（金）（予定） 

（詳細は別途通知） 

審査結果通知 令和８年７月上旬 

詳細協議及び仮契約 令和８年８月上旬 

本契約 令和８年９月下旬 

 

９ 図面の閲覧 

参加者のうち希望する者には、次のとおり図面（平面図等）を閲覧することができ

る。図面は本件についてのみ使用できるものとし、その他のことに使用することはでき

ない。 

(１) 閲覧期間 

令和８年４月 13 日（月）から６月５日（金）まで 

（平日午前９時 00 分から午後４時 30 分までの開庁時間内） 

(２) 申込方法 

図面の閲覧を希望する者は、図面閲覧申請書（様式１）を次の申込先へ電子メー 

ルで提出すること。なお、メールタイトルには「丹波市公共施設一括ＬＥＤ化業務 

に関する図面閲覧申請（事業者名）」と明記し、送信後の平日午前９時 00 分から 

午後４時 30 分までに電話により到達の確認を行うこと。 

(３) 申込先 

９ページ記載の 18 のお問合せ先に同じ 

(４) 閲覧方法 

図面閲覧申請書（様式１）に記載された閲覧希望日時を基に、別途本市が指定す 
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る日時及び場所にて閲覧に供する。 

 閲覧場所からの図面の持ち出しは禁止する。図面の写真撮影、デジタル化は可と 

する。 

(５) 閲覧場所 

旧氷上健康福祉センター 中会議室（兵庫県丹波市氷上町常楽 209 番地１） 

    ※閲覧開始前及び終了時には「18 のお問合せ先」の資産活用課窓口にて、受付 

けをすること。 

 

10 現地確認 

参加者のうち希望する者には、次のとおり現地確認をすることができる。現地確認で 

得た情報等は本件についてのみ使用できるものとし、その他のことに使用することはで 

きない。 

(１) 現地確認期間 

令和８年４月 13 日（月）から６月５日（金）まで 

（平日午前９時 00 分から午後４時 30 分までの開庁時間内） 

(２) 申込方法 

現地確認を希望する者は、現地確認申込書（様式２）を次の申込先へ電子メー 

ルで提出すること。なお、メールタイトルには「丹波市公共施設一括ＬＥＤ化業務 

に関する現地確認申請（事業者名）」と明記し、送信後の平日午前９時 00 分から 

午後４時 30 分までに電話により到達の確認を行うこと。 

(３) 申込先 

９ページ記載の 18 のお問合せ先に同じ 

(４) 現地確認方法 

現地確認申込書（様式２）に記載された確認希望日時を基に、別途本市が指定す 

る日時及び場所にて現地確認を認める。 

 現地確認における写真撮影等については、施設担当者に許可を得ること。 

 

11 質問の受付及び回答 

  本プロポーザルに対する質問がある場合は、次のとおり質問書（様式３）を電子メー

ルで送信すること。 

(１) 提出期限 

令和８年４月 28 日（火）午後４時 30 分まで 

(２) 提出方法 

質問の提出を希望する者は、質問書（様式３）を次の申込先へ電子メールで提出 

すること。なお、メールタイトルには「（質問）丹波市公共施設一括ＬＥＤ化業務 

公募型プロポーザル（事業者名）」と明記し、送信後の平日午前９時 00 分から 

午後４時 30 分までに電話により到達の確認を行うこと。 

(３) 申込先 

９ページ記載の 18 のお問合せ先に同じ 

(４) 質問への回答 

令和８年４月 20 日（月）までに受け付けた質問は、受け付けた翌日から概ね５ 
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営業日以内に、令和８年４月 21 日（火）以降に受け付けた質問は、令和８年５月 

12 日（火）午後３時 00 分以降に丹波市ホームページに回答を掲載する。 

     

12 参加意向申出書等の提出 

  参加者は次のとおり参加意向を提出するものとする。本市は、提出書類を確認の上、

参加資格確認の結果を参加資格確認結果通知書により通知する。 

 (１) 提出期限 

令和８年５月 15 日（金）午後４時 30 分まで 

 (２) 提出書類及び提出部数 

    提出部数については、各１部とする。 

参加意向申出書等 提出書類 

参加意向申出書（様式４） 

グループ構成員一覧表（様式５） 

※グループ等で参加する場合のみ提出すること。 

会社概要書（様式６） 

委任状（様式７） 

※グループ等で参加する場合のみ提出すること。 

受注実績調書（様式８） 

国税・市税の納税証明書 

※発行後３か月以内（写し可） 

※国税は国税等納税証明書（法人税並びに消費税及び地方消費税の納税証明書） 

※市税は滞納のない証明書（本市に納付すべき市税がある場合のみ） 

※グループ等の場合は全ての構成員について提出すること。 

宣誓書（様式９） 

※本市の入札参加資格に登録していない事業所については、入札参加資格審査に必

要な書類を提出すること。 

（丹波市ホームページ 検索用 ID：9529【物品、役務】 

https://www.city.tamba.lg.jp/shigoto/nyusatsu/nyusatsu/2/9529.html 

(３) 提出方法 

持参、電子メール若しくは郵送とする。 

※電子メールの場合は、メールタイトルを「丹波市公共施設一括ＬＥＤ化業務参 

加意向申出書（事業者名）」とし、添付ファイルはＰＤＦ（押印が必要な書類 

は押印後）として送信し、送信後の平日午前９時 00 分から午後４時 30 分まで 

に電話により到達の確認を行うこと。 

(４) 提出先 

９ページ記載の 18 のお問合せ先に同じ 

 

13 企画提案書等の提出 

参加資格確認結果通知書により参加資格を満した者（以下、「参加資格者」）は、仕様

書を参照の上、企画提案書等を提出すること。 

(１) 提出期限 

令和８年６月５日（金）午後４時 30 分まで 

https://www.city.tamba.lg.jp/shigoto/nyusatsu/nyusatsu/
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(２) 企画提案書等の書類及び提出部数 

ア 提出部数については、企画提案届出書（様式 10）は１部、企画提案書（様式 

11）は９部（正本１部、副本８部）とする。 

イ プレゼンテーションは事業者名を伏せて行うため、企画提案届出書（様式 10） 

以外には事業者の名称や事業者を判断させるロゴ等を記載しないこと。 

ウ 記号・略称等を使用する場合、初出の箇所に記号・略称等の説明を記述するこ 

と。（審査者が、記号・略称等が意味することを十分に理解できない場合、書類審 

査の結果に影響がでる可能性がある。） 

エ 企画提案書等の提出は、１者につき１件とする。 

企画提案書等の書類 

企画提案届出書（様式 10） 

企画提案書（様式 11） 

ア 現場施工・市内業者の活用、実施体制・実施スケジュール、使用機器の選

定、ＣＯ２及びエネルギー削減量の説明、保証内容、業務実績、提案価格、独

自提案、仕様書及び評価要領等の内容を踏まえ、作成すること。 

イ 原則として、Ａ４判、左綴り、20 ページ以内（表紙及び目次はページ数か

ら除く）で作成すること。 

なお、必要に応じてＡ３判の用紙を挿入することも可とする。 

エ 表紙には、「丹波市公共施設一括ＬＥＤ化業務に係る企画提案書」と目次を

付し、それぞれのページに見出しを、ページ下部にページ番号を付すること。 

オ 正本は、企画提案届出書（様式 10）により提出書類の構成を示した上で、

書類符号を記した表紙とインデックスを付け、様式順にＡ４縦長ファイルに綴

じたものを 1部、副本は、左側２か所をホチキス止めしたものを８部提出する

こと。 

なお、Ａ４版以外の様式については、Ａ４版サイズに折り込むこと。ファ 

イルの表紙に「丹波市公共施設一括ＬＥＤ化業務に係る企画提案書」を記載す

ること。 

提案金額内訳書（様式 12） 

ア 令和８年度、令和９年度、令和 10 年度に分けた提案金額内訳書を作成する

こと。 

イ 企画提案書（様式 11）に記載する提案金額と提案金額内訳書（様式 12）の 

金額は、必ず一致すること（提案金額内訳書に調整額等の値引きや端数処理等 

の記載は、認めない）。 

(３) 提出方法 

ア 企画提案届出書（様式 10）及び企画提案書（様式 11）は、持参、若しくは郵送 

により提出すること。 

  イ 提案金額内訳書（様式 12）については、電子メールにて、メールタイトルを 

「丹波市公共施設一括ＬＥＤ化業務企画提案書に係る提案金額内訳書（事業者名 

）」とし、添付ファイルはエクセルとして送信すること。また、送信後の平日午 

前９時 00 分から午後４時 30 分までに電話により到達の確認を行うこと。 
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(４) 提出先 

９ページ記載の 18 のお問合せ先に同じ 

 

14 受託候補者等の特定等 

(１) 特定の方法等 

ア 特定の方法は、丹波市プロポーザル方式実施取扱要綱（平成 28 年告示第 191 

号）の定めによるプロポーザルとする。 

イ プロポーザルの審査は、丹波市公共施設一括ＬＥＤ化業務公募型プロポーザル評 

価要領（以下、「評価要領」という。）に定める方法により評価項目について委員が 

審査し、本業務の受託候補者及び次点候補者を選定し、丹波市入札参加者審査会 

（以下、「入札審査会」という。）による審査の後、本業務の受託候補者として特定 

する。 

ウ 企画提案書を提出した者が５者以上の場合は、企画提案書等により、１次審査を 

実施し、事務局で上位４者を選定する場合がある。また、１次審査の審査結果及び 

プレゼンテーション通知書を令和８年６月 10 日（水）以降に通知する。 

エ プレゼンテーション通知書により参加の通知を受けた者（以下、「提案者」とい 

う。）は、指定された日時・場所においてプレゼンテーションを実施する。 

オ 審査にあたり、委員一人あたりの評価点は 100 点満点とする。 

カ 最低基準点を満点の６割とし、全委員の合計点が全委員の満点の６割以上の場 

合、提案者の提案内容を協議対象提案とする。 

キ 協議対象提案が複数の場合は、全委員の合計点が高い提案者から評価順位をつ 

け、各委員の順位を合計し、その合計値が最も低い提案者を受託候補者、次点を次

点候補者とする。 

なお、順位の合計が最も低い提案者が複数の場合は、全委員の合計点が高い提 

案者を受託候補者とする。 

さらに、前述の方式をもって比較しても差が無い場合は、委員の協議により受託

候補者を選定する。 

ケ 協議対象提案が無い場合は、各委員の順位を合計し、その合計値が最も低い提案 

者に対してヒアリングを行い、提案書等の内容について修正が可能であれば、修正

し、最低基準点を上回る評価が得られた場合は、当該提案者を受託候補者とする。

ただし、修正しても最低基準点を上回る評価点を得られない場合は、受託候補者と

せず受託候補者はなしとする。 

(２) プレゼンテーション 

  ア 令和８年６月 19 日(金)（予定）に丹波市役所本庁舎にて実施する。（詳細な場

所・時間については、別途通知する。） 

  イ 当日の出席者は３名以内とする。ただし、実務を担当するプロジェクトマネージ 

ャーやプロジェクトリーダーを必ず含めること。 

ウ 事前に提出のあった企画提案書等を基にプレゼンテーションを実施すること。 

（当日の資料提出は不可とする。） 

エ プレゼンテーションは、１者あたり 50 分以内とする。提案説明は 20 分とし、  

 その後、委員によるヒアリングを 30 分実施する。 
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オ プレゼンテーションでは、企画提案書等の中で特に提案したい点や口頭で補足し 

たい点、提案の背景等を求めるものとする。 

カ プレゼンテーションは、会場で行うものとする。 

キ プレゼンテーションは非公開とする。 

ク 提案説明及び質疑応答については、音声の録音を行う。 

ケ プレゼンテーションにあたり、機器（パソコン・プロジェクター・接続ケーブル 

等）が必要な場合は、提案者で用意すること。なお、スクリーン及び電源タップ 

（延長コード）は本市で用意する。 

コ 機器の設置は、準備時間内（５分）で行うものとし、プレゼンテーションの開始 

時間を過ぎた場合は説明時間に含める。 

サ 指定した時間に遅れた場合は、失格となる場合がある。 

シ 提案した内容と著しく異なるプレゼンテーションは、評価対象としない。 

ス 天災等の不測の事態が発生した場合は、プレゼンテーションを延期する場合があ 

る。 

セ 受託候補者等の選定結果は、審査結果通知書の発送により通知する。 

ソ プレゼンテーションの審査結果は、丹波市ホームページにて公表する。 

 

15 契約の締結 

  前記 14 により本業務の受託候補者と契約の交渉を行うものとする。 

  なお、辞退その他の理由（地方自治法施行令第 167 条の４に規定する者に該当するこ

ととなった場合又は本市から委託業務契約に係る指名停止を受けることとなった場合

等）で契約できない場合は、次点候補者と契約の交渉を行う。 

(１) 最終的な契約内容及び金額については、受託候補者と市の間で提案内容等を確認

する場を設け、実現内容について協議を行い、協議が整った後、改めて受託候補者

から見積書を徴集し、関係法令等の規定に基づき、仮契約を締結する。仮契約締結

後、議会での議決後に本契約を行う。なお、議会での議決を得られないときは、こ

の契約は無効となり、市は損害の責めを負わない。 

(２) 提案資料及び提案内容については、提案金額内で実施できることを確約したもの 

とみなす。 

※なお、提案された提案内容及び提案金額でそのまま契約を行うものではない。 

 

16 提案を無効とする場合 

  次のいずれかに該当する場合は、提案を無効とする。 

(１) プロポーザルにおいて提出すべき書類（以下、「提出書類」という。）について、 

提出方法及び提出期日を守らなかったとき。 

(２) 提出書類に虚偽の記載があったとき。 

(３) 提出書類が仕様書に示された条件に適合しないとき。 

(４) 提案金額が提案上限額を超えているとき。 

(５) プレゼンテーションに参加しなかったとき。 

(６) 審査の公平性を害す行為があったとき。 

(７) その他評価委員会が社会通念に照らし、無効にあたる事由があると認めるとき。 
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17 その他留意事項 

(１) 本プロポーザルにおいて使用する言語は日本語、通貨は日本国通貨、単位は計量 

法（平成４年法律第 51 号）に定めるものとし、全て横書きとすること。なお、原 

則として文字サイズは、11 ポイント以上とすること。 

(２) 本プレゼンテーションの参加に要する費用は、全て参加者の負担とする。 

(３) 提出された書類の返却は行わない。 

(４) 提出期限以降における書類の提出は認めない。また、一度提出された書類の差し 

替えや修正、再提出は認めない。ただし、市が必要と認めた場合はこの限りでな 

い。 

(５) 企画提案書等の著作権は、参加資格者に帰属する。ただし、議会説明等、市が 

必要と認めるときは、市はこれを無償で使用できるものとする。 

(６) 本プロポーザルから辞退する場合は、速やかに参加辞退届（様式 13）により、 

その旨を届け出るものとする。 

(７) 本プロポーザルに係る情報公開請求があった場合は、丹波市情報公開条例（平成 

16 年丹波市条例第９号）に基づき、提出書類を公開する場合がある。 

また、企業活動における秘密事項で情報公開請求があった場合に開示を望まない 

部分については、該当箇所を明示しておくものとする。 

(８) 提出書類に虚偽の記載をし、プロポーザルが無効とされた場合、その者に対し指 

名停止措置を行うことがある。 

(９) 企画提案書等は、受託候補者の特定に係る作業等に必要な範囲において、複製を 

作製することができる。 

(10) 審査経緯は公表しない。 

(11) 審査結果に関する問い合わせ、不服及び異議申立てをすることができない。 

 

18 お問合せ先 

  〒669-3692 兵庫県丹波市氷上町成松字甲賀１番地 丹波市役所本庁舎２階 

  丹波市財務部資産活用課財産活用係（担当：義積・大南） 

  TEL：0795-82-0029  

  電子メール：shisankatsuyou@city.tamba.lg.jp 

＜提出時の留意事項＞ 

※持参による提出 

持参の場合は、平日午前９時 00 分から午後４時 30 分までの開庁時間内とし、事 

前に担当者に持参日時の調整しておくこと。 

※電子メールによる提出 

電子メールの場合は、件名を記載の上で送信し、送信後の平日午前９時 00 分か 

ら午後４時 30 分までに電話により到達の確認を行うこと。 

※郵送による提出 

郵送の場合は、受取日時及び配達日時が証明できる方法によることとし、締切日 

必着とする。また、到着予定日後の平日午前９時 00 分から午後４時 30 分までに電 

話により到達の確認を行うこと。 

mailto:shisankatsuyou@city.tamba.lg.jp

